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令
和
８
年
度 

集
団
健
診
の
ご
案
内

　

令
和
８
年
度
の
集
団
健
診
の
会
場
は
、
保
健

セ
ン
タ
ー
の
み
と
な
り
ま
す
。
公
民
館
等
で
は

実
施
し
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

詳
細
は
、
受
診
券
（
特
定
健
診
４
月
下
旬
、

が
ん
検
診
５
月
上
旬
発
送
）
に
同
封
の
案
内
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

申
・
問　

保
険
年
金
課　
　

℡
22-

３
５
１
２

　
　
　
　

保
健
セ
ン
タ
ー　

℡
82-

３
２
２
３

各
種
福
祉
手
当
の
ご
案
内

■
児
童
扶
養
手
当
（
こ
ど
も
課
）

　

18
歳
に
達
す
る
日
以
降
の
最
初
の
３
月
31
日

ま
で
の
間
に
あ
る
児
童
を
養
育
し
て
い
る
ひ
と

り
親
家
庭
等
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

青
空
泳
ぐ
こ
い
の
ぼ
り

　

こ
ど
も
た
ち
の
健
や
か

な
成
長
を
願
っ
て
、
ふ
る

さ
と
の
川
総
合
公
園
内
に

こ
い
の
ぼ
り
を
掲
げ
ま
す
。

　

こ
い
の
ぼ
り
は
、
皆
様

か
ら
ご
寄
付
い
た
だ
い
た

も
の
で
す
。
ご
家
庭
で
眠

っ
て
い
る
こ
い
の
ぼ
り
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
再

び
大
空
で
元
気
に
泳
が
せ
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

ご
寄
付
は
随
時
受
付
し
て
い
ま
す
の
で
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

設�

置
場
所　

有
田
川
河
川
敷　

ふ
る
さ
と
の　

川
総
合
公
園
内
（
右
岸
・
宮
原
側
）

設
置
期
間　

４
月
７
日
（
火
）

�

～
５
月
７
日
（
木
）

※�

悪
天
候
等
に
よ
り
降
ろ
し
て
い
る
場
合
が　

あ
り
ま
す
。

問　

都
市
整
備
課　

℡
22-

３
６
０
９

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
受
取
・

�

更
新
の
た
め
の
休
日
開
庁

日
時　

４
月
26
日
（
日
） 

８
時
30
分
～
12
時

対�

象　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
取
を
さ
れ

る
方
、
電
子
証
明
書
の
更
新
の
お
知
ら
せ
が

届
い
た
方

持
ち
物

【
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
取
】

　

①
交
付
通
知
書
（
は
が
き
）

　

②
通
知
カ
ー
ド

　

③
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

　

④
本
人
確
認
書
類

　

⑤
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド（
更
新
等
の
場
合
の
み
）

※
②
③
は
お
持
ち
の
方
の
み

■
特
別
児
童
扶
養
手
当
（
福
祉
課
）

　

20
歳
未
満
で
中
程
度
以
上
の
障
が
い
の
あ
る

児
童
を
、
在
宅
で
養
育
・
監
護
し
て
い
る
父
母

等
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
特
別
障
害
者
手
当
（
福
祉
課
）

　

20
歳
以
上
の
在
宅
の
重
度
障
が
い
者
で
、
国

民
年
金
法
に
よ
る
１
級
程
度
の
障
が
い
が
重
複

す
る
な
ど
の
著
し
い
障
が
い
の
あ
る
方
に
支
給

さ
れ
ま
す
。

■
障
害
児
福
祉
手
当
（
福
祉
課
）

　

20
歳
未
満
の
在
宅
で
重
度
の
障
が
い
の
あ
る

児
童
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

※�

い
ず
れ
も
所
得
に
よ
る
制
限
な
ど
が
あ
り
ま

す
の
で
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※�
各
手
当
は
４
月
分
か
ら
次
の
表
の
額
に
改
定

と
な
り
ま
す
。

問　

こ
ど
も
課　

℡
22-

３
６
５
８

　
　

福
祉
課　
　

℡
22-

３
５
２
６

【
電
子
証
明
書
の
更
新
】

　

①
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
通
知
書

　

②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

　

③
本
人
確
認
書
類（
暗
証
番
号
を
お
忘
れ
の
方
）

※
住
所
変
更
な
ど
の
手
続
き
は
で
き
ま
せ
ん
。

★�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
サ
ポ
ー
ト
も

実
施
中
！
ま
だ
申
請
さ
れ
て
い
な
い
方
も
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問　

市
民
課　

℡
22-

３
５
６
１

浄
化
槽
の
届
出　

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

　

家
屋
の
解
体
や
新
築
、
転
居
な
ど
で
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
浄
化
槽
の
届

出
が
必
要
で
す
。

◎
浄
化
槽
の
使
用
を
開
始
・
再
開
し
た

◎
浄
化
槽
の
使
用
を
３
か
月
以
上
休
止
す
る

◎
家
屋
の
解
体
な
ど
で
浄
化
槽
を
廃
止
し
た

◎
相
続
や
売
買
な
ど
で
管
理
者
を
変
更
し
た

◎�

５
０
１
人
槽
以
上
の
浄
化
槽
で
技
術
管
理　

者
を
変
更
し
た

※�

届
出
書
は
、
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問　

生
活
環
境
課　

℡
22-

３
５
６
５

浄
化
槽
設
置
整
備
事
業
補
助
金

�

受
付
が
始
ま
り
ま
す

対�

象　

市
内
（
矢
櫃
・
逢
井
地
区
を
除
く
）
で
、

令
和
９
年
３
月
31
日
ま
で
に
浄
化
槽
設
置
工

事
を
完
了
し
、
必
要
書
類
を
提
出
で
き
る
方

条
件

・
設
置
者
が
居
住
す
る
た
め
の
建
物

・�

営
業
の
許
可
を
受
け
て
お
り
、
く
み
取
り
等

か
ら
転
換
す
る
飲
食
店
や
民
宿
な
ど

・
市
税
を
完
納
し
て
い
る
方 　
　

な
ど

福
祉
タ
ク
シ
ー
券
・
自
動
車
燃
料
費
助
成
券

対�

象　

身
体
障
害
者
手
帳
（
１
・
２
級
）、
療
育

手
帳
（
Ａ
１
・
Ａ
２
）、
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
（
１
級
）
の
い
ず
れ
か
を
お
持
ち

で
、
市
税
等
を
完
納
し
て
い
る
方

発�

行　

福
祉
タ
ク
シ
ー
券
（
基
本
料
金
相
当
・

年
間
28
回
分
）
ま
た
は
、
自
動
車
燃
料
費
助

成
券
（
千
円
・
年
間
12
回
分
）

申�

込
み　

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
お
申

込
み
く
だ
さ
い
。

問　

福
祉
課　

℡
22-

３
５
２
６

国
民
健
康
保
険 

１
日
ド
ッ
ク
の
お
知
ら
せ

�

（
人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
）

申
請
可
能
な
方

①�

市
国
民
健
康
保
険
に
６
ヶ
月
以
上
加
入
し
、

国
保
税
の
滞
納
が
な
い
世
帯
に
属
す
る
方

②�

検
査
結
果
で
必
要
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、
生

活
習
慣
病
予
防
の
た
め
の
特
定
保
健
指
導
を

受
け
ら
れ
る
方

申
込
み　

窓
口
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

持�

ち
物　

マ
イ
ナ
保
険
証
、
特
定
健
康
診
査
受

診
券
（
40
歳
以
上
の
対
象
者
に
４
月
下
旬
に

郵
送
予
定
）

※�

同
一
年
度
内
に
特
定
健
診
・
人
間
ド
ッ
ク
・

脳
ド
ッ
ク
の
い
ず
れ
か
一
つ
を
受
診
で
き
ま
す
。

■
人
間
ド
ッ
ク
（
定
員
２
０
０
人
）

受
付　

５
月
７
日
（
木
）
～

対
象　

今
年
度
30
～
74
歳
の
国
保
加
入
者

検�

査
内
容　

診
察
、
血
液
検
査
、
心
電
図
、
胸
部

Ｘ
線
検
査
、
胃
部
Ｘ
線
撮
影
ま
た
は
内
視
鏡

検
査
等

受
診
機
関
・
自
己
負
担
額

・
市
立
病
院�

８
，
４
０
０
円

・
桜
ヶ
丘
病
院�
８
，
０
０
０
円

補
助
金
額

申
込
み　

４
月
13
日
（
月
）
～

�

令
和
９
年
２
月
12
日
（
金
）

　

本
人
ま
た
は
同
居
家
族
が
窓
口
へ
お
越
し
く

だ
さ
い
（
設
置
場
所
、
工
事
業
者
名
な
ど
の
記

入
が
必
要
で
す
）。

※�

着
工
前
ま
で
に
、
申
請
、
交
付
決
定
を
受
け

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
予
算
に
達
し
次
第
終

了
し
ま
す
。

申
・
問　

生
活
環
境
課　

℡
22-

３
５
６
５

令
和
８
年
経
済
セ
ン
サ
ス

�

活
動
調
査
が
実
施
さ
れ
ま
す

　

６
月
１
日
を
基
準
日
と
し
て
、
５
年
に
一
度

の
重
要
な
統
計
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
日
本
の

経
済
活
動
の
実
態
を
明
ら

か
に
す
る
も
の
で
、
結
果

は
行
政
施
策
や
、
皆
様
の

経
営
判
断
（
出
店
計
画
等
）

の
基
礎
資
料
と
し
て
活
用

さ
れ
ま
す
。

　

４
月
中
旬
よ
り
、
順
次
調
査
書
類
を
郵
送
し

ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
な
ら
24
時
間
い

つ
で
も
入
力
で
き
る
た
め
大
変
便
利
で
す
。
ぜ

ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　

調
査
へ
の
ご
理
解
・
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

※�

期
日
ま
で
に
回
答
が
な
い
場
合
は
、
５
月
中

旬
以
降
に
調
査
員
が
調
査
書
類
を
持
っ
て
直

接
お
伺
い
し
ま
す
。

問　

経
営
企
画
課　

℡
22-

３
７
３
１

固
定
資
産
税
の
評
価
額
等
の
縦
覧

　

令
和
８
年
度
の
固
定
資
産
税
の
基
礎
と
な
る
、

評
価
額
等
を
記
載
し
た
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿

と
、
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
を
縦
覧
で
き
ま
す
。

対�

象　

土
地
ま
た
は
家
屋
に
係
る
固
定
資
産
税

の
納
税
者
、
ま
た
は
納
税
管
理
人
や
納
税
者

の
代
理
人（
委
任
状
が
必
要
）に
限
ら
れ
ま
す
。

期
間　

４
月
１
日
（
水
）
～
30
日
（
木
）

※
土
日
祝
を
除
く

縦
覧
場
所　

市
役
所
２
階　

税
務
課

問　

税
務
課　

℡
22-

３
５
８
２

・
日
本
赤
十
字
社
和
歌
山
医
療
セ
ン
タ
ー

　
　

胃
カ
メ
ラ�

８
，
５
０
３
円

　
　

胃
バ
リ
ウ
ム�

８
，
０
３
０
円

■
脳
ド
ッ
ク
（
定
員
２
０
０
人
）

受
付　

６
月
１
日
（
月
）
～

対
象　

今
年
度
40
～
74
歳
の
国
保
加
入
者

※�

脳
外
科
で
診
療
を
受
け
て
い
る
方
や
体
内
に

ペ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
や
金
属
を
入
れ
て
い
る
方

は
受
診
で
き
ま
せ
ん
。

検�

査
内
容　

脳
Ｍ
Ｒ
Ｉ
・
Ｍ
Ｒ
Ａ
検
査
、
診
察
、

血
液
検
査
等

※
受
診
機
関
に
よ
っ
て
項
目
が
異
な
り
ま
す
。

受
診
機
関
・
自
己
負
担
額

・
日
本
赤
十
字
社
和
歌
山
医
療
セ
ン
タ
ー

�

２
５
，
５
０
０
円

・
和
歌
山
医
師
会
成
人
病
セ
ン
タ
ー

�

２
２
，
２
０
０
円

・
ひ
だ
か
病
院�

９
，
４
０
０
円

・
健
診
セ
ン
タ
ー
・
キ
タ
デ�

１
０
，
１
０
０
円

・
和
歌
山
健
診
ク
リ
ニ
ッ
ク
・
キ
タ
デ

�

１
０
，
１
０
０
円

・
市
立
病
院�

１
０
，
０
０
０
円

★�

生
活
習
慣
病
の
発
症
リ
ス
ク
が
高
い
方
に

は
、
保
健
師
、
管
理
栄
養
士
な
ど
が
個
別
に

健
康
づ
く
り
の
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
い
ま
す
。

問　

保
険
年
金
課　

℡
22-

３
５
１
２　

実施日 健診当日の受付時間 申込み締切
６月13日（土）

８時～９時

５月22日（金）
７月 ７日（火） ６月16日（火）
８月 ２日（日） ７月13日（月）
９月13日（日） ８月24日（月）
９月28日（月） ９月 ７日（月）
10月17日（土） ９月25日（金）
10月22日（木） 18時～19時 10月 １日（木）
11月17日（火）

８時～９時
10月28日（水）

令和９年１月24日（日） 令和９年１月 ４日（月）
令和９年２月14日（日） 令和９年１月25日（月）

〜令和８年３月分
（月額）

令和８年４月分〜
（月額）

児童扶養手当

第１子
全部支給 46,690円 48,050円

一部支給 46,680～
11,010円

48,040～
11,340円

第２子
以降

全部支給 11,030円 11,350円

一部支給 11,020～
5,520円

11,340～
5,680円

特別児童扶養手当
１級 56,800円 58,450円
２級 37,830円 38,930円

特別障害者手当 29,590円 30,450円
障害児福祉手当 16,100円 16,560円

人槽区分 設置費分 撤去費分 雨水貯留槽
として再利用分 配管工事費分

５人槽 332,000円
単独処理浄化槽の撤去

上限 150,000円

くみ取り便槽の撤去

上限 120,000円

※�事情により埋め
戻した場合、補
助はありません

上限 120,000円

※�既存単独処理浄
化槽を雨水貯留
槽として再利用
する場合に限る

上限 330,000円

※�改修により単独
処理浄化槽及び
くみ取り便槽か
ら転換された方
のみ

※�飲食店及び民宿
等は対象外

６～７人槽 414,000円

８人槽以上 548,000円

※�既に合併処理浄化槽がある場合など、対象外となることがあり
ます。ご不明な点はご相談ください。

令
和
８
年
度

　

固
定
資
産
税
（
第
１
期
）

�

納
期
限
は
４
月
30
日
（
木
）
で
す
。
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